
学校教育基本法施行規則第172条の２第３項第１号

標準修業年限 ３年

■一の年度に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合

■標準修業年限以内で修了せずに退学した者及びその他の修了していない者の割合

※休学により標準修業年限以内で修了できなかった者は留年者等に含む。
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■一の年度に修了した者のうち学位を取得するために要した年数ごとの修了者の割合

■学位取得までに要した平均年数

・休学期間は学位を取得するために要した年数に算入しない。

・学位取得に要した年数が3.5年等の場合は繰り上げる。

（2024年度修了者） 2025年3月時点

100.0% 0.0% 3.0年

大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること

神奈川県立保健福祉大学大学院　保健福祉学研究科（博士後期課程）
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